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号

い
わ
ゆ
る
「
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
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の
確
認
作
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

江
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憲

司
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い
わ
ゆ
る
「
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
」
の
確
認
作
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

い
わ
ゆ
る
「
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
」
に
つ
き
、
あ
く
ま
で
国
民
の
側
に
立
っ
て
納
付
記
録
の
確
認
作
業
を
行
う
べ
き
と
の

立
場
か
ら
、
以
下
具
体
的
に
質
問
す
る
。

�

総
務
省
に
、
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
定
す
る
第
三
者
委
員
会
を
設
置
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
国
民
に
二

度
三
度
足
を
運
ば
せ
な
い
た
め
に
も
、
そ
の
判
断
基
準
を
具
体
的
に
定
め
、
事
前
に
国
民
に
公
表
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

納
付
し
た
と
い
う
何
ら
か
の
物
証
（
領
収
書
、
銀
行
通
帳
出
金
記
録
、
雇
用
主
の
記
録
等
）
も
な
く
、
第
三
者
の
証
言
等

物
証
以
外
の
証
拠
も
な
い
場
合
、
納
付
の
有
無
を
ど
う
判
定
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
場
合
、
「
納
付
の
事
実
な
し
」

と
判
定
す
る
の
か
。

�

第
三
者
委
員
会
へ
の
申
し
立
て
に
つ
き
、
す
べ
て
自
動
的
に
認
め
る
の
は
問
題
で
は
あ
る
が
、
問
題
が
社
会
保
険
庁

（
国
）
側
の
一
方
的
重
過
失
で
発
生
し
た
以
上
、
そ
の
申
し
立
て
内
容
が
「
間
違
い
」
或
い
は
「
虚
偽
」
で
あ
る
と
い
う
挙

証
責
任
は
、
第
三
者
委
員
会
側
が
負
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
も
申
立
人
が
「
納
付
の
事
実
」
を
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
端
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

�

中
央
だ
け
で
は
な
く
、
総
務
省
の
出
先
機
関
に
も
第
三
者
委
員
会
を
置
く
と
の
こ
と
だ
が
、
全
国
で
何
箇
所
の
設
置
を
予

一



定
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
設
置
場
所
に
つ
き
、
申
立
人
の
利
便
性
を
考
慮
す
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
だ
が
、
第
三
者

委
員
会
ま
で
の
交
通
費
等
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
の
負
担
と
す
る
の
か
、
或
い
は
国
で
何
ら
か
の
補
填
を
行
う
の
か
。

�

現
在
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
、
二
十
四
時
間
電
話
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
シ
ス
テ
ム
が
十
八
時
に
終
了
し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
電
話
窓
口
が
二
十
四
時
間
設
置
さ
れ
る
効
果
が
か
な
り
の
部

分
減
殺
さ
れ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
も
二
十
四
時
間
稼
動
シ
ス
テ
ム
に
変
更
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
如
何
。

�

六
月
十
日
に
、
全
国
二
十
三
県
の
百
三
十
カ
所
の
社
会
保
険
事
務
所
で
、
公
的
年
金
の
記
録
を
管
理
す
る
社
会
保
険
庁
の

照
会
シ
ス
テ
ム
に
障
害
が
発
生
し
、
相
談
に
来
た
加
入
者
ら
の
記
録
照
会
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ト
ラ

ブ
ル
の
原
因
は
な
に
か
。
今
後
同
様
の
障
害
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
早
急
に
対
策
を
講
じ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
そ
の
対
応

如
何
。
ま
た
、
そ
の
対
策
に
ど
の
程
度
の
費
用
が
か
か
る
の
か
。

�

六
月
九
日
（
土
曜
日
）
、
十
日
（
日
曜
日
）
と
週
末
の
相
談
業
務
を
行
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
週
末
、
休
日
の
相
談
業
務

は
、
い
つ
ま
で
行
う
の
か
。
ま
た
、
相
談
時
間
帯
の
拡
大
を
考
え
て
い
な
い
の
か
。

�

繁
華
街
へ
の
臨
時
の
相
談
窓
口
の
設
置
は
、
事
前
の
広
報
不
足
で
相
談
件
数
も
少
数
と
の
報
道
も
あ
る
が
、
今
後
、
い

つ
、
ど
こ
に
設
置
す
る
の
か
。
計
画
的
に
行
い
、
か
つ
事
前
に
相
談
者
へ
の
周
知
徹
底
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


